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第６ 分権型社会の実現と道州制導入反対 
 
国から地方への事務・権限の移譲等については、提案募集方式における地方

公共団体からの提案等を踏まえた第12次地方分権一括法が、令和４年５月13日
に成立し、真の分権型社会に向けての施策が着実に進展している。 
道州制の導入に向けた動きについては、与党内での議論は小休止しているも

のの、道州制が導入された場合、多くの町村は、事務権限の受け皿という名目
の下、事実上の強制合併を余儀なくされ、住民と行政の距離が遠くなり、住民
自治が衰退してしまうことは明らかである。 
よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 
記 

 
１ 地方分権改革の推進 
⑴ 国と地方の役割分担の見直しに当たっては、町村の意見を十分に踏まえ、
一体的に権限・事務・税財源の移譲を進めること。 

⑵ 義務付け・枠付けの廃止・縮小、「従うべき基準」の参酌基準化及び条例
制定権の拡大を図ること。その際、町村が条例化に向けて検討を行えるよ
う、適切な情報提供を行うこと。 
また、国が制度の創設・拡充等を行う際は、地方に一律に求めることは

避け、地方の裁量確保や事務負担に十分配慮するとともに、内容の重複・
必要性の低下が見られる計画や調査・照会の統廃合等の見直しを進めるこ
と。 

⑶ 地方分権改革における提案募集方式については、提案実現に向け積極的
に検討し、提案を反映すること。 

⑷ 国と地方の⼆重行政の解消等による行政の簡素化を図ること。 
⑸ 都道府県から市町村への権限移譲については、それぞれの市町村の自主
性に委ねること。 
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２ 道州制の導入反対等 
⑴ 道州制は絶対に導入しないこと。 
⑵ 市町村合併は本来自主的に行うべきものであり、強制しないこと。 
⑶ 広域連携は本来自主的に行うべきものであり、強制しないこと。 
⑷ 圏域行政の法制度化は、周辺市町村の衰退と、いずれ圏域単位の合併に
追い込まれる懸念があるため推進しないこと。 

⑸ 国会議員を選出するための選挙制度の見直しに当たっては、地方の民意
が適切に反映されるものとなるよう、十分留意すること。 

 
  


